
株式会社イトーキに対する警告について（概要）
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働いた分の代金は
支払ってほしい
（でも言えない・・・）

オフィス家具の運送等を委託

一部の業務を無償で行わせている疑い

物流分野の取引ルールを定めた
「物流特殊指定」違反のおそれ

（注）残材引渡し、積込みはイトーキの物流倉庫で行われ、配送後の夜行う場合もあれば、配送前の朝行う場合もある。

②特定の附帯業務

①納品場所以外での業務（時間外費の対象外）
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